
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六
九
〇

訓

令

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

六
九
三

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件

六
九
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
二
件

六
九
四

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件

六
九
四

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

六
九
四

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

六
九
五

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

六
九
五

規

則

福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
七
十
八
号

福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
進
学
準
備
給
付
金
申
請
書
）

第
十
七
条

施
行
規
則
第
十
八
条
の
九
第
一
項
の
申
請
書
は
、
進
学
準
備
給
付
金
申
請
書
（
第
二
十
一

号
様
式
）
と
す
る
。

（
進
学
準
備
給
付
金
決
定
通
知
書
）

第
十
八
条

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
進
学
準
備
給
付
金
を
支
給
す
る
と
き
は
、
進

学
準
備
給
付
金
決
定
通
知
書
（
第
二
十
二
号
様
式
）
に
よ
り
通
知
す
る
。

第
二
十
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成30年12月14日 金曜日 福 島 県 報 第3063号690
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第 21号 様 式 （ 第 17条 関 係 ）

進 学 準 備 給 付 金 申 請 書

年 月 日
福 島 県 保 健 福 祉 事 務 所 長

申 請 者 住 所 又 は 居 所
（大学等に進学する者）

氏 名 ㊞

進 学 準 備 給 付 金 の 支 給 に つ い て 、 次 の と お り 関 係 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。

記

１ 世 帯 主 の 氏 名

２ 大 学 等 に 進 学 す る 者 の 生 年 月 日 年 月 日

３ 進 学 先
学 校 名

４ 進 学 後 の 居 住 先 （ 該 当 す る □ に チ ェ ッ ク を 入 れ て く だ さ い 。 ）
□ 大 学 等 進 学 前 の 住 宅 と 同 じ
□ 転 居 に よ り 大 学 等 進 学 前 と 異 な る 住 居 に 居 住 （ 居 住 （ 予 定 ） 地 を 記 載 し て く
だ さ い 。 ）
居 住 （ 予 定 ） 地

５ 関 係 書 類
⑴ 入 学 手 続 に 着 手 し て い る こ と が 確 認 で き る 書 類 と し て 、 以 下 の い ず れ か
（ 該 当 す る □ に チ ェ ッ ク を 入 れ て く だ さ い 。 ）
□ 入 学 金 を 納 付 し た こ と を 証 明 す る 書 類 の 写 し
□ 入 学 金 延 納 （ 進 学 後 に 納 付 す る こ と ） を 申 請 し た 書 類 の 写 し
□ 入 学 金 等 の 納 付 が 不 要 な 場 合 、 進 学 先 に 提 出 す る 誓 約 書 や 進 学 先 が 発 行 す る 入
学 手 続 が 完 了 し た こ と を 証 明 す る 書 類 等 の 写 し

⑵ 進 学 に 伴 い 転 居 す る 場 合 は 、 新 た に 居 住 す る 住 居 の 賃 貸 借 契 約 書 等 の 写 し
⑶ そ の 他 支 給 決 定 に あ た り 必 要 な 書 類
※ 上 記 の 書 類 を 申 請 時 に 準 備 で き な い 場 合 に つ い て は 、 進 学 す る 学 校 の 合 格 通 知
書 や 賃 貸 借 契 約 時 の 見 積 書 の 写 し 等 を 添 付 し た 上 で 、 後 日 、 大 学 等 に 入 学 す る ま
で に こ れ ら の 書 類 を 提 出 し て く だ さ い 。

６ 進 学 準 備 給 付 金 振 込 先 （ 大 学 等 に 進 学 す る 者 の 口 座 に 限 り ま す 。 ）
金 融 機 関 名 銀 行 ・ 信 用 金 庫 ・ 信 用 組 合

（ 該 当 す る 金 融 機 関 の 種 類 に 〇 を し て く だ さ い 。 ）
支 店 名 支 店 （ ゆ う ち ょ 銀 行 を 除 く ）

記 号 支 店 （ ゆ う ち ょ 銀 行 の み 記 載 ）

預 金 種 類 □ 普通預金 □ 当座預金
（ 該 当 す る □ に チ ェ ッ ク を 入 れ て く だ さ い 。 ）

口 座 番 号 （ 右に詰めて記載してください。 ）

（ カ ナ ）
口 座 名 義 人

※ 上 記 の 支 店 名 ・ 口 座 番 号 ・ 口 座 名 義 人 が 確 認 で き る 通 帳 の 写 し な ど の 書 類 を
添 付 し て く だ さ い 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第 22号 様 式 （ 第 18条 関 係 ）

第 号
年 月 日

様

福 島 県 保 健 福 祉 事 務 所 長 印

進 学 準 備 給 付 金 支 給 （ 不 支 給 ） 決 定 通 知 書

年 月 日 付 で 申 請 さ れ た 生 活 保 護 法 に よ る 進 学 準 備 給 付 金 を 、 下 記 の
と お り 決 定 し た の で 通 知 し ま す 。

記

１ 支 給 の 可 否
□ 支 給
□ 不 支 給

２ 進 学 準 備 給 付 金 を 支 給 す る 場 合 、 支 給 額 、 支 給 日 、 支 給 方 法
支 給 額 円
支 給 日 年 月 日

３ 不 支 給 の 場 合 、 そ の 理 由

４ こ の 決 定 通 知 が 申 請 書 受 理 後 14日 を 経 過 し た 理 由

（ 教 示 ）
１ こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 こ の 処 分 が あ つ た こ と を 知 つ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し
て ３ か 月 以 内 に 、 福 島 県 知 事 に 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す （ な お 、 そ の 期 間 内 で
あ つ て も 、 こ の 処 分 が あ つ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 審 査 請 求 を す る
こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。

２ 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 こ の 処 分 に つ い て の １ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 を 経 た 後 で
な け れ ば 提 起 す る こ と が で き ま せ ん 。 そ の 場 合 に お い て 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 そ の
審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 が あ つ た こ と を 知 つ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、 福 島
県 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 福 島 県 を 代 表 す る 者 は 、 福 島 県 知 事 と な り ま す 。 ） 、 提
起 し な け れ ば な り ま せ ん （ な お 、 そ の 期 間 内 で あ つ て も 、 そ の 裁 決 の 日 の 翌 日 か ら 起 算
し て １ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。
た だ し 、 次 の ⑴ か ら ⑶ ま で の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 を 経
な い で 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す 。
⑴ 審 査 請 求 を し た 日 （ 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 26年 法 律 第 68号 ） 第 23条 の 規 定 に よ り
不 備 を 補 正 す べ き こ と を 命 じ ら れ た 場 合 に あ つ て は 、 当 該 不 備 を 補 正 し た 日 ） の 翌
日 か ら 起 算 し て 50日 （ 50日 以 内 に 行 政 不 服 審 査 法 第 43条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を
受 け た 場 合 は 70日 ） を 経 過 し て も 裁 決 が な い と き 。

⑵ 処 分 、 処 分 の 執 行 又 は 手 続 の 続 行 に よ り 生 ず る 著 し い 損 害 を 避 け る た め 緊 急 の 必
要 が あ る と き 。

⑶ そ の 他 裁 決 を 経 な い こ と に つ き 正 当 な 理 由 が あ る と き 。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
社
会
福
祉
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
五
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
７
の
表
農
村
整
備
総
室
の
部
農
村
計
画
課
の
項
中
１
の

を
１
の

と
し
、
１
の

か

(64)

(65)

(29)

ら
１
の

ま
で
を
１
の

か
ら
１
の

ま
で
と
し
、
１
の

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(63)

(30)

(64)

(28)

(29
)

第
87条

の
３
第

２
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
の
徴
収

○

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
八
百
九
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
四
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商

工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く

り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
商
業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
小
名
浜
店

福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
愛
宕
町
七
番
地
一
ほ
か

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

真
船

幸
夫

住
所

福
島
県
郡
山
市
朝
日
二
丁
目
一
八
番
二
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

名
称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

真
船

幸
夫

住
所

福
島
県
郡
山
市
朝
日
二
丁
目
一
八
番
二
号

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
三
十
一
年
七
月
三
十
一
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
六
百
九
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

九
十
二
台

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

五
十
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

面
積

九
十
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

容
量

十
二
・
四
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

㈠

開
店
時
刻

午
前
九
時

㈡

閉
店
時
刻

午
後
九
時
四
十
五
分

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

㈠

数

六
か
所

㈡

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時

七

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
九
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま

ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
南
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
南
会
津
町

商
工
観
光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
た
じ
ま

福
島
県
南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
行
司
二
一
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
南
会
津
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
九
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま

ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
南
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
南
会
津
町

商
工
観
光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
た
じ
ま

福
島
県
南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
行
司
二
一
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
南
会
津
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
九
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

相
馬
市
蒲
庭
字
狩
野
六
八
の
三
、
六
九
の
一
、
一
〇
六
の
一
、
一
〇
七
、
一
一
〇
の
一
、
一
一
一

か
ら
一
一
三
ま
で
、
一
一
四
の
一
、
一
一
七
、
一
一
八
、
一
二
〇
の
一
、
一
二
〇
の
三
、
一
二
一
の

一
、
一
二
一
の
五
、
一
二
一
の
七
、
字
前
迫
四
三
の
一
、
四
四
、
四
五
、
四
六
の
一
、
四
七
、
四
八

の
一
、
四
九
、
五
〇
の
一
、
五
一
、
五
二
、
五
四
か
ら
六
六
ま
で
、
六
七
の
一
、
六
八
の
一
、
六
九

の
一
、
七
〇
の
一
、
七
一
、
七
二
の
一
、
七
三
、
七
四
、
七
七
、
七
九
か
ら
八
三
ま
で
、
八
四
の
一
、

八
四
の
二
、
一
〇
七
の
一
九
か
ら
一
〇
七
の
二
三
ま
で
、
二
九
四
の
三

二

指
定
の
目
的

潮
害
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
九
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
郡
新
地
町
大
字
福
田
字
一
ッ
滝
五
五
の
五
、
五
五
の
三
〇
、
七
〇
か
ら
七
二
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養
か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
新
地
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
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伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
新
地
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
九
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
南
会
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

芳
賀
亮
悦

星
克
己

星
清
次

星
治

野
沢
幸
夫

黒
川
イ
子
ヨ

芳
賀
文
一
郎

星
丑
三

赤
松
政
範

星
光
雄

芳
賀
長
市

小
山
光
吉

芳
賀
百
作

星
克
己

芳
賀
文
三

星
了
八

小
山
駒
吉

小
山
盛

星
初
男

野
澤
幸
夫

小
山
三
吉

星
十
吉

赤
松
與
助

星
清
次

平

野
定
次

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
三
十
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
三
百
六
十
六
号
）
に

よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
原
町

南
相
馬
市
原
町
区
三
島
町

変
更
前

六
・
一
〜

五
六
六
・
〇

浪
江
線

一
丁
目
八
八
番
一
地
先
か

八
・
〇

ら同

市
原
町
区
上
町
一

変
更
後

一
二
・
〇
〜

五
六
六
・
〇

丁
目
六
五
番
二
地
先
ま
で

二
九
・
八

（
道
路
計
画
課
）


